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  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき、定例監査を

実施したので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。 
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１ 監査の対象  建築住宅課、環境生活課、市民課 

２ 監査の期間  令和５年１月６日～令和５年１月１９日 

３ 監査の結果  別紙のとおり 



 

令和４年度 定 例 監 査 結 果 

 

１ 監査の基準 

  この監査は、日光市監査基準（令和２年日光市監査委員訓令第１号）に準拠して実施した。 

 

２ 監査の種類 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づく定例監査 

 

３ 監査の対象 

  建築住宅課 

 

４ 監査の期間 

  令和５年１月６日～令和５年１月１９日 

 

５ 監査の着眼点 

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主眼

として実施した。 

 

６ 監査の実施内容 

（１）令和４年度事務事業について、令和４年１１月末日現在で実施した。 

（２）事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を受

けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。 

 

７ 監査の結果 

 （１）総括 

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。 

 （２）指摘事項 

    指摘すべき事項はなかった。 

 

８ 意見及び要望 

（１）市営住宅については、公共施設マネジメント計画に基づく集約や長寿命化対策を推進する

とともに、廃止予定の市営住宅居住者に対し、居住者の意向への配慮と転居への十分な支援

をされたい。 



 

令和４年度 定 例 監 査 結 果 

 

１ 監査の基準 

  この監査は、日光市監査基準（令和２年日光市監査委員訓令第１号）に準拠して実施した。 

 

２ 監査の種類 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づく定例監査 

 

３ 監査の対象 

  環境生活課 

 

４ 監査の期間 

  令和５年１月６日～令和５年１月１９日 

 

５ 監査の着眼点 

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主眼

として実施した。 

 

６ 監査の実施内容 

（１）令和４年度事務事業について、令和４年１１月末日現在で実施した。 

（２）事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を受

けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。 

 

７ 監査の結果 

 （１）総括 

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。 

 （２）指摘事項 

    指摘すべき事項はなかった。 

 

８ 意見及び要望 

（１）令和 5年 9月 30日にリース契約が満了するＬＥＤ防犯灯については、寿命時期がせまるＬ

ＥＤの交換費用や保守管理に要する業務量を十分に考慮し、適切な管理方法を検討された

い。 

（２）脱炭素先行地域申請については、選定されるために脱炭素に向けて地域の特性を活かした



 

事業が必要であり、そのハードルは高いが、選定に向け地域と一体となり申請に取り組まれ

たい。 



 

和４年度 定 例 監 査 結 果 

 

１ 監査の基準 

  この監査は、日光市監査基準（令和２年日光市監査委員訓令第１号）に準拠して実施した。 

 

２ 監査の種類 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づく定例監査 

 

３ 監査の対象 

  市民課 

 

４ 監査の期間 

  令和５年１月６日～令和５年１月１９日 

 

５ 監査の着眼点 

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主眼

として実施した。 

 

６ 監査の実施内容 

（１）令和４年度事務事業について、令和４年１１月末日現在で実施した。 

（２）事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を受

けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。 

 

７ 監査の結果 

 （１）総括 

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。 

 （２）指摘事項 

    指摘すべき事項はなかった。 

 

８ 意見及び要望 

（１）窓口業務については、業務の効率化や住民の利便性向上を図るため、かんたん窓口システ

ムの更なる活用、インターネットによる届出や証明書等の発行、並びに手数料等の支払方法

の多様化など、関係各課と連携しＤＸの推進に努められたい。 

 


